
下呂市告示第241号 

 

 

下呂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年下呂市条例第32号）第

５条第１項の規定に基づく公の施設に係る指定管理者の指定を行ったので、同条第２項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

 

 

令和 ７年12月26日 

 

 

下呂市長  山 内  登 

 

 

１ 公の施設の名称及び所在地  

 (１) 名 称 やすらぎセンター萩       所在地 下呂市萩原町萩原1166番地８ 

 (２) 名 称 やすらぎセンター四美      所在地 下呂市萩原町四美861番地１ 

 (３) 名 称 小坂デイサービスセンター    所在地 下呂市小坂町大島1807番地 

 (４) 名 称 上原デイサービスセンター    所在地 下呂市田口678番地２ 

 (５) 名 称 金山デイサービスセンター    所在地 下呂市金山町金山973番地７ 

 (６) 名 称 デイサービスセンターつつじ苑  所在地 下呂市馬瀬名丸1041番地 

 

 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (１) 名 称 社会福祉法人 下呂市社会福祉協議会 

 (２) 主たる事務所の所在地 下呂市萩原町萩原875番地２ 

 (３) 代表者の氏名     会 長 大谷 克己 

 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和10年３月31日まで 

 

 

 

 

 


